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法第３７条被保険者の標準報酬に関する公示 

 

 

 法第３７条の任意継続被保険者の標準報酬月額は引き続き従前の額によるが、その額が

法第４７条の規定による当組合の令和６年 9月 30日現在（1月から 3月までの標準報酬月

額については前々年）における全被保険者の平均報酬月額を基礎とした標準報酬月額（平

均標準報酬月額）を超える者については、平均標準報酬月額とする。 

 ただし、法第４７条第２項の規定に基づいて制定された組合規約第４４条第２項の施行日で

ある令和６年４月１日以降に任意継続被保険者資格を取得した者は、当該任意継続被保険

者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額とする。 

 よって、令和６年３月３１日までに任意継続被保険者資格を取得した者に適用される平均報

酬月額及び平均標準報酬月額並びに適用期間を下記のとおり公示する。 

 

記 

 

１．平均報酬月額      ３７４，３５２円 

 

 

２．平均標準報酬月額   3８0,000円 

 

 

３．適用期間       令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

 

 

以上 

 


